
協
会
け
ん
ぽ
加
入
の
事
業
主
に

対
し
、
10
月
下
旬
か
ら
11
月
初
旬

に
か
け
て
健
康
保
険
の
被
扶
養
者

が
現
在
も
そ
の
状
況
に
あ
る
か
を

確
認
す
る
た
め
の
「
被
扶
養
者
状

況
リ
ス
ト
」
が
郵
送
さ
れ
ま
す
。

京
都
府
下
の
事
業
主
に
は
11
月

初
旬
発
送
予
定
と
の
こ
と
で
す
。

こ
の
再
確
認
の
対
象
と
な
る
被

扶
養
者
は
、
次
の
扶
養
解
除
の
可

能
性
の
高
い
対
象
者
で
す
。

①
健
康
保
険
の
資
格
が
重
複
し
て

い
る
可
能
性
が
高
い
方

②
同
居
が
扶
養
認
定
の
要
件
と
な
っ

て
い
る
続
柄
の
方
の
う
ち
、
被
保

険
者
と
別
居
し
て
い
る
可
能
性
が

高
い
方

③
令
和
6
年
中
の
課
税
収
入
額
が

１
３
０
万
円
（
60
歳
以
上
は
１
８

０
万
円
）
の
金
額
を
超
過
し
て
い

る
方
（
18
歳
未
満
の
方
や
直
近
で

認
定
さ
れ
た
方
を
除
く
）

な
お
、
再
確
認
の
対
象
者
が
い

な
い
場
合
は
、
被
扶
養
者
状
況
リ

ス
ト
は
送
付
さ
れ
ま
せ
ん
。

「
被
扶
養
者
状
況
リ
ス
ト
」
に
名

前
の
あ
る
す
べ
て
の
対
象
者
に
つ

い
て
、
被
保
険
者
へ
の
聴
き
取
り

等
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

①
他
の
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い

な
い
か
。

・
被
扶
養
者
が
就
職
し
、
健
康
保

険
組
合
等
の
被
保
険
者
と
し
て
資

格
を
有
し
て
い
る
が
、
被
扶
養
者

の
扶
養
解
除
手
続
き
を
行
っ
て
い

な
い
と
き
。

⇨

扶
養
の
解
除
手
続
き
を
行
う
。

・
新
た
に
被
扶
養
者
と
な
っ
た
が
、

以
前
加
入
し
て
い
た
他
の
健
康
保

険
等
を
脱
退
し
て
い
な
い
と
き
。

⇨

他
の
健
康
保
険
等
の
脱
退
手
続

き
を
行
う
。

・
同
一
の
被
扶
養
者
の
名
前
が
被

扶
養
者
状
況
リ
ス
ト
に
重
複
し
て

記
載
さ
れ
て
い
る
と
き
。

⇨

扶
養
認
定
日
を
確
認
の
た
め
、

加
入
す
る
協
会
け
ん
ぽ
支
部
へ
連

絡
を
行
う
。

②
同
居
が
必
要
な
続
柄
の
者
が
別

居
し
て
い
な
い
か
。

図
の
楕
円
枠
の
続
柄
の
方
は
、

被
保
険
者
と
同
居
し
て
い
る
こ
と

が
被
扶
養
者
認
定
要
件
と
な
り
ま

す
。同

居
要
件
の
方
が
被
保
険
者
と

別
居
し
て
い
る
場
合
は
、
扶
養
の

解
除
手
続
き
を
行
い
ま
す
。

③
被
扶
養
者
の
年
収
が
収
入
要
件

を
満
た
し
て
い
る
か
。

・
被
保
険
者
と
被
扶
養
者
が
同
居

し
て
い
る
と
き
。

被
扶
養
者
の
年
収
が
１
３
０
万
円

（
※
）
未
満
で
か
つ
、
被
保
険
者

の
年
収
の
半
分
未
満
で
あ
る
こ
と
。

・
被
保
険
者
と
被
扶
養
者
が
別
居

し
て
い
る
と
き
。

被
扶
養
者
の
年
収
が
１
３
０
万

円
（
※
）
未
満
で
か
つ
、
被
保
険

者
か
ら
の
仕
送
り
（
援
助
）
額
よ

り
少
な
い
。

④
被
扶
養
者
の
年
収
が
１
３
０
万

円
（
※
）
を
超
過
し
て
い
る
場
合

は
、
そ
の
原
因
が
人
手
不
足
に
よ

る
労
働
時
間
延
長
に
伴
う
一
時
的

な
も
の
で
あ
る
か
。

年
収
が
１
３
０
万
円
（
※
）
以

上
で
あ
っ
て
、
人
手
不
足
に
よ
る

労
働
時
間
の
延
長
等
に
伴
い
、
一

時
的
に
収
入
が
増
加
し
て
い
る
こ

と
が
確
認
で
き
た
場
合
は
、
「
一

時
的
な
収
入
変
動
」
に
係
る
事
業

主
の
証
明
書
を
併
せ
て
ご
提
出
し

ま
す
。

た
だ
し
、
被
扶
養
者
の
年
収
が

一
時
的
に
１
３
０
万
円
（
※
）
を

3
年
連
続
超
過
し
て
い
た
場
合
は
、

扶
養
解
除
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。

扶
養
解
除
と
な
る
対
象
者
が
い

る
場
合
は
、
「
被
扶
養
者
調
書
兼

異
動
届
」
を
記
入
し
て
、
扶
養
解

除
者
の
保
険
証
等
（
持
っ
て
い
る

場
合
）
と
一
緒
に
提
出
し
ま
す
。

扶
養
解
除
と
な
る
対
象
者
が
い

な
い
場
合
は
、
「
被
扶
養
者
状
況

リ
ス
ト
」
の
み
を
提
出
し
ま
す
。

提
出
期
限
は
令
和
7
年
12
月
12
日

（
金
曜
日
）
で
す
。

（
※
）
被
扶
養
者
が
60
歳
以
上
ま
た
は
障

害
厚
生
年
金
を
受
け
ら
れ
る
程
度
の
障
害

を
有
す
る
場
合
は
１
８
０
万
円
未
満
と
な

り
ま
す
。

ま
た
、
令
和
7
年
10
月
1
日
以
降
、
19

歳
以
上
23
歳
未
満
（
そ
の
年
の
12
月
31
日

時
点
の
年
齢
）
の
場
合
は
１
５
０
万
円
未

満
と
な
り
ま
す
。
（
被
保
険
者
の
配
偶
者

を
除
く
）
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雇
用
保
険
の
被
保
険
者
が
正
当

な
理
由
が
な
く
自
己
の
都
合
に
よ
っ

て
退
職
し
た
場
合
に
は
、
基
本
手

当
の
受
給
資
格
決
定
日
か
ら
７
日

間
の
待
期
期
間
満
了
後
１
～
３
か

月
間
は
基
本
手
当
を
支
給
さ
れ
ま

せ
ん
。
こ
れ
を
「
給
付
制
限
」
と

い
い
ま
す
。

今
年
４
月
１
日
か
ら
、
次
の
要

件
を
満
た
す
公
共
職
業
訓
練
等
を

受
け
る
受
給
資
格
者
は
、
給
付
制

限
な
く
基
本
手
当
を
受
給
で
き
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
場
合
、

通
常
の
失
業
認
定
と
同
様
、
認
定

日
数
に
応
じ
た
職
業
相
談
等
の
求

職
活
動
実
績
は
必
要
で
す
。
ま
た
、

重
責
解
雇
さ
れ
た
場
合
は
、
本
取

扱
い
の
対
象
外
で
す
。

次
の
い
ず
れ
か
の
教
育
訓
練
等

（
令
和
７
年
４
月
１
日
以
降
に
受

講
を
開
始
し
た
も
の
に
限
る
）
を

離
職
日
前
１
年
以
内
に
受
け
た
方

（
途
中
退
校
は
該
当
し
ま
せ
ん
）

ま
た
は

離
職
日
以
後
に
受
け
て

い
る
方
で
す
。

①

教
育
訓
練
給
付
金
の
対
象
と

な
る
教
育
訓
練

②

公
共
職
業
訓
練
等

③

短
期
訓
練
受
講
費
の
対
象
と

な
る
教
育
訓
練

④

①
～
③
に
準
ず
る
も
の
と
し

て
職
業
安
定
局
長
が
定
め
る
訓
練

離
職
前
１
年
以
内
に
教
育
訓
練

等
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
場
合
は
、

７
日
間
の
待
期
期
間
満
了
後
か
ら

給
付
制
限
が
解
除
さ
れ
ま
す
。

離
職
日
以
後
に
教
育
訓
練
を
受

け
る
場
合
は
、
受
講
開
始
日
以
降

給
付
制
限
を
受
け
な
く
な
り
ま
す
。

教
育
訓
練
等
の
受
講
開
始
以
降
、

受
給
資
格
決
定
日
や
受
給
資
格
決

定
後
の
初
回
認
定
日
（
初
回
認
定

日
以
降
に
受
講
を
開
始
し
た
場
合

は
、
そ
の
受
講
開
始
日
の
直
後
の

認
定
日
）
ま
で
に
申
し
出
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

給
付
制
限
期
間
が
２
か
月
以
上

で
、
初
回
認
定
日
以
降
か
つ
給
付

制
限
期
間
中
に
教
育
訓
練
等
の
受

講
を
開
始
す
る
場
合
に
は
、
申
出

期
限
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

受
講
開
始
日
が

①

「
初
回
認
定
日
」
以
降
か
つ

「
認
定
日
の
相
当
日
」
前
の
場
合

⇒

受
講
開
始
日
直
後
の
「
失
業

認
定
日
に
相
当
す
る
日
」
ま
で
に

申
し
出
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

②

「
認
定
日
の
相
当
日
」
以
降

か
つ
「
給
付
制
限
期
間
満
了
後
の

失
業
認
定
日
」
前
の
場
合

⇒

「
給
付
制
限
期
間
満
了
後
の

失
業
認
定
日
」
ま
で
に
申
し
出
を

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

10
日

○
雇
用
保
険
被
保
険
者
資
格
取
得

届
の
提
出
（
10
月
以
降
に
採
用
し

た
労
働
者
が
い
る
場
合
）

［
公
共
職
業
安
定
所
］

○
10
月
分
源
泉
所
得
税
・
住
民
税

の
納
付

［
郵
便
局
ま
た
は
銀
行
］

12
月
１
日

○
10
月
分
健
保
・
厚
年
保
険
料
の

納
付

［
郵
便
局
ま
た
は
銀
行
］

○
日
雇
健
保
印
紙
保
険
料
受
払
報

告
書
の
提
出

［
年
金
事
務
所
］

○
労
働
保
険
印
紙
保
険
料
納
付
・

納
付
計
器
使
用
状
況
報
告
書
の
提

出

［
公
共
職
業
安
定
所
］

そ
の
他

○
年
末
調
整
の
申
告
書
配
布
と
回

収
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先
日
の
最
低
気
温
が
１
０
度
を

下
回
っ
た
日
の
朝
、
バ
イ
ク
通
勤

者
の
上
着
は
ダ
ウ
ン
ジ
ャ
ケ
ッ
ト

で
し
た
。
今
か
ら
冬
支
度
を
始
め

て
も
早
す
ぎ
る
感
は
な
い
よ
う
で

す
。

（
ぎ
ん
）

藤田社会保険労務士事務所

e-mail︓
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編
集
後
記

月
の
労
務
手
続

［
提
出
先
・
納
付
先
］

11

給
付
制
限
が
解
除
さ
れ
る
方

申
し
出
が
必
要

Ｑ 今年５月に労働安全衛生法が改正され、

高年齢労働者の労働災害防止対策が強化

されると聞きました。どのように変わるのでしょ

うか。

Ａ 令和７年５月改正の労働安全衛生法では、

「高年齢労働者の労働災害防止の努力義

務化」が盛り込まれ、国が当該措置に関する指

針を公表することとされ、９月から開催されて

いる「高年齢労働者の労働災害防止対策に関す

る検討会」で取り上げられています。

現在の高年齢労働者の労働災害防止対策では、

「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイ

ドライン（エイジフレンドリーガイドライン）」

（令和２年３月策定）による取組みが促されて

います。今般の指針策定の方針としては、法的

根拠のない現行のガイドラインを法律に基づく

指針に格上げし、現行のガイドラインは廃止す

るとしています。

現行のガイドラインの項目や内容が基本とさ

れるようですが、新たな追加・修正項目として

以下のような点が挙げられています。

◎ 経営トップによる方針表明及び体制整備

◎ 危険源の特定等のリスクアセスメントの実施

◎ 高年齢労働者の体力の把握方法

◎ 高年齢労働者の体力に応じた対応

◎ 安全衛生教育

ガイドラインから指針へ


